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藤原会長挨拶
　平成 18 年度診療報酬改定はマイナス 3.16％

（本体マイナス 1.36％）という過去最大の下げ幅

となっている。厚労省は 1月 18日に中医協に対

して「平成 18年度診療報酬改定に係る検討状況

について（現時点での骨子）」を提示し承認され

た。今回は行政手続法を一部改正してパブリック

コメントを募り、国民に広く意見を求めることと

なった。また、山口県医師会としても、会員、郡

市医師会等に広く意見を募り、厚労省、日本医師

会に提出したところである。改定の中身について

は、初・再診料について病院以上に診療所を下げ

るとあるが、これは病院と診療所の基本診療料を

近づけること自体は評価できるとしても、マイナ

ス改定の中で格差を是正することは、病院は入院

医療、診療所は外来医療として病診連携が図られ

てきた仕組みが担保できない。また、問題になる

のは領収証の発行についてであるが、現在の極め

て複雑な診療報酬体系の中で、医療費の内容の分

かるレセプト形式の領収証を発行して、それを患

者が理解することは不可能に近く、医療現場での

混乱が十分予測されるため原案の改善が必要であ

る。今回も多くの問題を含んだ診療報酬改定であ

るため、当委員会の役割は一層重要になってくる。

本日も多くの議題があるが、社保、国保の審査較

差是正のため、いろいろなご意見を聞かせていた

だき、県医師会としてよりよい方向で対応させて

いただきたい。

協議
1　同一日、多部位に対する創傷処理及び創傷
処置（術後創傷処置）等の算定について 

〔支払基金〕
　「同一疾病又はこれに起因する病変に対して

J000 創傷処置、J001 術後創傷処置、J053 皮膚

科軟膏処置又は J119 の「3」湿布処置が行われ

た場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、

その合算した広さを、いずれかの処置の各号に

照らして算定するものとして、併せて算定できな

い。」（平 16.2.27 保医発 0227001）とあるが、
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下記項目について同一日算定が認められるか協議

願いたい。

（傷病名例）　右手挫創及び右足挫創

（1）手・足の各々に対して創傷処理を施行した

場合

（2）手に対して創傷処理、足に対して創傷処置

を施行した場合

（3）手に対して術後創傷処置、足に対して創傷

処置を施行した場合

（4）手・足の各々に対して創傷処置を施行した

場合

（5）手に対して創傷処置、足に対して消炎鎮痛

等処置を施行した場合

　（1）については、手術料の算定ルール「近接
した創傷についてはそれらの長さを合計する」（保
医発）に基づき、この場合の当該部位は各々の算
定となる。
　（2）については、手術料と処置料は別々の算
定ルールであるため、別部位は各々の算定となる。
　（3）と（4）については、処置料の算定ルール（保
医発）に基づき、面積の合算算定となる。
　（5）については、処置料の算定ルール（保医発）
に基づき、J119-3（消炎鎮痛等処置における湿布
処置）は面積の合算算定となり、J119-1,2 は別に
算定できる。

2　同一日、同一部位、同一疾病に対する処置料
の算定について 〔支払基金〕

　平成 13年 8月の社保・国保審査委員合同協議

会において協議されているが、一部の内容につい

て再度協議願いたい。

（1）絆創膏固定術と消炎鎮痛等処置

（2）鎖骨骨折固定術と消炎鎮痛等処置

（3）関節捻挫に対する副木固定と消炎鎮痛等

処置

（4）術後創傷処置と消炎鎮痛等処置

「同一部位に対して創傷処置、術後創傷処置、皮
膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われ
た場合はいずれか 1つのみにより算定し、併せ
て算定できない。」（保医発）の取扱いに準じ、す
べて主たる点数のみの算定となる。

※「保険診療の手引き・平成 15 年 2 月」の取扱
いと同様。
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 13 年 10 月 1日・社保国保審査委員連絡委員会

3　超音波検査におけるカラードップラーの算定
について 〔支払基金〕

　乳癌の診断のためカラードップラーの算定が認

められるか協議願いたい。

　原則認められない。必要な場合はその理由を注
記し、審査委員会の判断とする。

4　超音波断層撮影法のパルスドップラー法加算
の適応について 〔国保連合会〕

　超音波断層撮影法のパルスドップラー法加算の

適応については、「不整脈」、「心肥大」、「肝腫瘍」、

「Budd-Chiari 症候群」等の脈管異常（平成 12年

7月 13 日社保・国保審査委員連絡委員会）及び

「頸動脈及び深部静脈血栓症」「手術前後の末梢動

脈疾患の検査」（平成 16 年 8月 19 日同委員会）

では認めるとなっている。今回、すべての不整脈、

心疾患に対して適応とするか協議願いたい。

　「心疾患」があれば原則認める。「心疾患」をレ
セプト病名として記載し、全例に術前検査として
超音波断層検査をする事例は査定もあり得る。
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 16 年 10 月 1日・社保国保審査委員合同協議会

平成 14 年 7月 21 日・社保国保審査委員連絡委員会

平成 12 年 9月 1日・社保国保審査委員連絡委員会

5　術後感染予防のための注射用抗生剤の適応に
ついて 〔国保連合会〕

　「術後感染予防」は、日本医薬品集の抗生物質

の適応には掲載がないが、外科系各科領域の術

後感染予防のガイドラインよりペニシリン系とセ

フェム系第 2世代までを適応としている。また、

投与期間は術前、術当日を含めて 3～ 5日となっ

ている。術後感染予防の注射用抗生剤の範囲と期

間について協議願いたい。

　術後の感染予防としては、ペニシリン系とセ
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フェム系の第 2世代までとし、術前・術後で 3～
5日間までとする。超えての投与が必要な場合は
「注記」あるいは「術後感染症」等の病名が必要。

6　薬剤の副作用に対する血液検査につい
て 〔国保連合会〕

　薬剤副作用のチェックのための血液検査は原則

として必要に応じて認められる（平成 12年 5月、

郡市保険担当理事協議会）となっているが、複数

病名、院外処方の場合は副作用チェックの対象と

なる薬剤名が不明である。この場合、レセプトへ

の注記（対象薬剤名）が必要であるか協議願いた

い。

　院外処方分については、副作用チェックがレセ
プト上判断できないため「疑い病名」あるいは「注
記」が必要。
　院内処方分については、一般的でない検査でレ
セプト上判断し難い場合等には同様に「注記」等
が必要。
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 12 年 7月 1日・郡市保険担当理事協議会

平成 12 年 6月 1日・定例代議員会

7　内視鏡検査の前処置薬について 
 〔国保連合会〕

　平成 17年 6月、社保・国保審査委員連絡委員

会において、「セルシン注・ドルミカム注・オピ

スタン注・アネキセート注については ERCP 時を

除き、消化管内視鏡検査時の前処置薬としては原

則認めない。ただし、患者の状態によりやむを得

ず使用した場合はその理由を注記し、審査委員会

の判断とする。」と協議済みであるが、下部消化

管について再度協議願いたい。

　上部消化管については、平成 17 年 6月の社保・
国保審査委員連絡委員会の決定どおり原則認めな
い。やむを得ず使用する場合は、注記のうえ「ジ
アゼパム注（セルシン等）」のみ認めるが、傾向
的な使用は「査定」もあり得る。
　下部消化管については、「ジアゼパム注（セル
シン等）・ミタゾラム注（ドルミカム等）」は認め
るが「塩酸ペチジン注（オピスタン等）」は認め
ない。
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 17 年 8月・社保国保審査委員連絡委員会

平成 11 年 3月 21 日・社保国保審査委員連絡委員会

8　「ウィルス肝炎の疑い」の病名に対する HBs
抗体価（定性）の適応について  

〔国保連合会〕
「B型肝炎の疑い」でHBs 抗体価精密測定の適応

を認めることが合議されているが、「ウィルス肝

炎の疑い」に対して HBs 抗体価測定（定性）の

算定が認められるか協議願いたい。

「ウィルス肝炎の疑い」では認めない。

※ 以上の合意事項については、いずれも
平成 18 年 4月診療分から適用する。


